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財政の安定性を確保しつつ、各種行政需要の増大に対応をしていく

ためには、市町村財源の充実確保が必要であり、小規模市町村が行政

サービスを持続的に提供できるよう、配慮していただきたい。 

過疎市町村は小規模であることが多く、財政基盤は脆弱である。全

国的に過疎市町村が増加する中、生活基盤の整備に不可欠な過疎対策

事業債については、過疎計画に記載した事業を市町村が確実に実施で

きるよう、大幅に増額いただくとともに、公共施設等の除却を起債対

象としていただきたい。 
  
【現状・課題等】 

■税収が伸び悩む中、過疎地域等小規模な地方自治体は徹底した行財政改革や歳出

削減に取り組むなどの努力をしている。しかしながら、人口減少や少子高齢化社

会の到来により、社会保障関連経費は増大し、特に、主要産業がなく税収が少な

い小規模市町村は、増大する行政コストのための財源確保に苦慮している。  

 

■令和３年４月に新過疎法（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法）が

施行され、全国的に過疎団体が増加する中、過疎対策事業債は市町村の要望額ど

おり発行できない状況が続いている。また、全国的に令和７年度までに合併特例

債の発行期限を迎える団体が多い中、過疎地域に指定されている合併団体におい

て過疎対策事業債の要望額が増加することが想定され、今後さらに同債の配分額

が減少することが懸念される。 

 

■合併団体においては、用途廃止した公共施設等の除却について、合併特例債の活

用が可能であるが、財政状況が厳しい中で発行期限内にすべての施設を処分する

ことは困難である。特に過疎地域は急速な人口減少に伴い、利活用の見込みがな

い施設は今後も増加することが想定されるが、老朽化が激しい施設は維持管理コ

ストが継続的に生じ、安全や景観への懸念からも早期解体が求められる。合併特

例債のほかに除却に充当が可能な公共施設等適正管理推進事業債は交付税措置が

なく、過疎対策事業債のソフト分も発行限度額が定められている中、小規模市町

村は除却に係る財源確保に苦慮している。 
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■過疎対策事業債府内の状況（令和５年度・見込） 

府内借入要望 92.3 億円 → 借入同意（配分）78.0 億円 

14.3 億円は、市町村の要望どおり配分されていない。 

 

＜参考＞ 

▶  過疎市町村（12 市町村） 

福知山市（旧三和町、旧夜久野町、旧大江町）、綾部市、宮津市、 

京丹後市、南丹市、木津川市（旧加茂町）、笠置町、和束町、 

南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町 

※福知山市、木津川市は一部過疎 

※京都市（旧京北町）は新過疎法において過疎対象団体から外れたが、令和

８年度まで、経過措置期間中 

 

▶  過疎対策事業債に係る地方債計画額（全国総額）の推移 

（単位：億円） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

計画額 4,700 5,000 5,200 5,400 5,700 

 

▶  過疎市町村の団体数の推移 

  Ｒ２．４．１ 

（新法施行前） 

Ｒ３．４．１ 

（新法施行時） 

Ｒ４．４.１ 

（Ｒ２国調反映） 

全国 ８１７ ８２０ ８８５ 

京都府   １０      １０      １２ 

         

▶  府内市町の合併特例債の発行期限 

令和６年度（H16 合併） 京丹後市 

 令和７年度（H17 合併） 福知山市、南丹市、京丹波町、与謝野町 


